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平成１９年度男女共生セミナー�平成１９年度男女共生セミナー�
～男女がともにいきいきと輝く、性別にとらわれない、�
　　　　自分らしい生き方をいっしょに考えてみませんか。～�

山田正人講演会�
「ぼくの人生！生活と仕事」�
　～育休取得を通して見えた�
　　社会、感じたこと・考えたこと～�

ミ ニ コ ン サ ート�

　
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
制
度
は
、
国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
働
く
世
代
が
高
齢

者
世
代
を
支
え
る
仕
組
み
を
と
っ
て
お
り
、
日
本
の
経

済
社
会
が
存
続
す
る
限
り
、
決
し
て
破
た
ん
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
「
自
分
が
年
を
取
っ
た
と
き
に
は
年
金
が
も
ら
え
な

い
」
な
ど
と
い
う
噂
に
振
り
回
さ
れ
ず
、
着
実
に
保
険

料
を
納
め
な
い
と
、
年
を
取
っ
た
と
き
や
万
が
一
の
と

き
に
、
後
悔
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。�

　
学
生
で
あ
れ
ば
、
在
学
中
の
保
険
料
が
後
払
い
で
き

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
学
生
で
な
い
か

た
も
、
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
前
年
所
得
に
よ
る
審
査
が

あ
り
ま
す
。�

　
保
険
料
の
納
付
月
数
不
足
に
よ
り
、
年
金
が
受
給
で

き
な
い
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
納
め
ら
れ
な
い
と
き

は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

国
民
年
金
に
は
ど
ん
な
人
が
加
入
す
る
の
？�

年
金
っ
て
若
い
と
き
に
も
関
係
あ
る
の
？�

　
国
民
年
金
に
は
、
日
本
に
住
む
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満

の
す
べ
て
の
か
た
が
加
入
し
ま
す
。
職
業
な
ど
に
よ
っ

て
、
次
の
３
つ
の
種
類(

被
保
険
者
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。�

第
１
号
被
保
険
者�

　
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
自
営
業
者
な
ど�

（
第
２
号
・
第
３
号
以
外
の
か
た
は
、
収
入
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
１
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
）�

第
２
号
被
保
険
者
　
会
社
員
や
公
務
員
な
ど�

第
３
号
被
保
険
者
　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者�

　
関
係
あ
り
ま
す
！
国
民
年
金
は
老
後
の
年
金
だ
け
で

な
く
、
病
気
や
け
が
で
体
に
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
も
、

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
交
通
事
故
や
け
が

な
ど
、
万
が
一
の
こ
と
は
、
い
つ
自
分
の
身
に
起
こ
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
に
、
生
活
の
支
え
に

な
る
の
が
障
害
基
礎
年
金
で
す
。
ま
た
、
一
家
の
働
き

手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
残
さ
れ
た
家
族
を
支
え
る

遺
族
基
礎
年
金
も
あ
り
ま
す
。�

２０
歳
に
な
っ
た
ら
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
？�

　
２０
歳
に
な
る
か
た
に
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
「
国

民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得
（
申
出
）
書
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
役
場
保
険
年
金
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
（
２０
歳
の
時
点
で
、
第
２
号
被
保
険
者
に
な
っ
て

い
る
か
た
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
）�

　
そ
の
後
、
年
金
手
帳
が
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
送
付

さ
れ
ま
す
。
年
金
手
帳
は
、
今
後
年
金
の
手
続
を
す
る�

際
、
必
ず
必
要
な
も
の
で
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
、

共
済
年
金
な
ど
、
加
入
す
る
年
金
が
変
わ
っ
て
も
、

「
一
人
１
冊
、
一
生
同
じ
手
帳
」
を
使
用
し
ま
す
の
で
、

な
く
さ
な
い
よ
う
た
い
せ
つ
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
生
じ

ま
す
。
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
１
か
月
１
４

１
０
０
円
（
平
成
１９
年
度
の
額
）
で
す
。
社
会
保
険
事

務
所
か
ら
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
も
で
き
ま
す
。�

２０歳になったら国民年金�

新成人のための�

問合せ　春日部社会保険事務所　�０４８（７３７）７１１１�
　　　　白岡町保険年金課国民年金係　内線１４３・１４４�

将
来
国
民
年
金
が
破
た
ん
す
る
心
配
は
な
い
の
？�

収
入
が
な
く
て
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
？� ,
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